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総

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

〇
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
令
第

号

国
土
交
通
省

中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
企
業
等
の
経
営
強
化

に
関
す
る
基
本
方
針
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

総
務
大
臣

名

厚
生
労
働
大
臣

名

農
林
水
産
大
臣

名

経
済
産
業
大
臣

名

国
土
交
通
大
臣

名

中
小
企
業
等
の
経
営
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

総

務

省
、
厚
生
労
働
省
、

中
小
企
業
等
の
経
営
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次

国
土
交
通
省
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の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
４

経
営
力
向
上

第
４

経
営
力
向
上

１
～
４

［
略
］

１
～
４

［
略
］

５

事
業
再
編
投
資
の
内
容
に
関
す
る
事
項

５

事
業
再
編
投
資
の
内
容
に
関
す
る
事
項

一

［
略
］

一

［
略
］

二

投
資
先
に
関
し
て
満
た
す
べ
き
条
件

二

投
資
先
に
関
し
て
満
た
す
べ
き
条
件

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

［
新
設
］

イ

そ
の
経
営
又
は
株
式
若
し
く
は
持
分
を
承
継
し

中
小
企
業
者
等
で
あ
っ
て
、
当
該
中
小
企
業
者
等

よ
う
と
す
る
者
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況

の
経
営
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
者
を
確
保
す
る
こ
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等
に
直
面
し
て
い
る
中
小
企
業
者
で
あ
っ
て
、
当

と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
中
小
企
業

該
株
式
又
は
持
分
の
承
継
を
通
じ
て
、
当
該
中
小

者
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
支
障
が
生
じ
て
い
る

企
業
者
等
の
経
営
の
承
継
を
図
る
も
の
。

も
の
。

ロ

中
小
企
業
者
等
で
あ
っ
て
、
当
該
投
資
事
業
有

［
新
設
］

限
責
任
組
合
が
投
資
を
実
施
し
た
後
の
資
本
金
額

が
一
億
円
を
超
え
る
も
の
。

三

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
要
件

三

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
要
件

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
、
認
定
事
業

ロ

当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
無
限
責
任
組

再
編
投
資
計
画
に
従
っ
て
行
う
投
資
事
業
及
び
こ

合
員
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
投

れ
に
関
連
す
る
事
業
の
み
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ

資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
組
合
契
約
書
に
、
投
資

と
。

担
当
者
（
当
該
法
人
の
役
員
又
は
使
用
人
で
あ
っ
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て
、
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
投
資
事
業

を
主
と
し
て
行
う
者
を
い
う
。
）
の
氏
名
及
び
当

該
投
資
担
当
者
の
変
更
に
係
る
適
切
な
手
続
き
を

記
載
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

［
略
］

ハ

［
略
］

ニ

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
有

［
新
設
］

す
る
出
資
口
数
が
、
当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組

合
の
出
資
口
数
の
総
数
の
二
十
六
％
以
上
で
あ
る

こ
と
。

ホ

当
該
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
、
主
と
し
て

［
新
設
］

二
イ
に
定
め
る
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
投
資
を

行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

６
～
７

［
略
］

６
～
７

［
略
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


